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オーストラリアのサウスオーストラリア州における
学校保健の現状

山内　　愛　・　三村由香里＊　・　高橋　香代＊＊

　本研究では，オーストラリア，サウスオーストラリア州の学校20校を対象に，学校保健の
現状について，ならびにスクールナースが配置されていない公立学校と配置されている私立
学校の現状について調査分析し，養護専門職が配置される意義について質問紙法と直接面談
法により検討した。サウスオーストラリア州の学校保健は教師，事務職員，外部保健機関，
保護者などが関与し，連携と同時に役割分担がされていた。また，公立学校の保健従事者と
私立学校のスクールナースの分析では，意識や職務内容に違いがあり，スクールナースなど
の養護専門職が果たす役割は大きいと考えられた。
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Ⅰ．はじめに
　養護教諭の制度1－7）は昭和16（1941）年，国民学
校制度（国民学校令の制定）を機会に「養護を掌る」
職員であるとして養護訓導が誕生したことから始ま
り，教育職員としてその地位や身分が確立した。第
２次世界大戦後の昭和22（1947）年に「国民学校令」
が廃止され，代わって「学校教育法」が制定された。
養護訓導は「養護教諭」と改称され，養護教諭の職
務は同法で「児童生徒の養護をつかさどる」となっ
た。また，養護教諭制度が導入されて70年が経ち，
養護教諭の専門性も時代とともに変化してきた。平
成９（1997）年保健体育審議会答申8）では，ヘルス
プロモーションの理念に基づいた健康教育の推進が
求められ，養護教諭は従来の職務に加えてその特質
や保健室の機能を最大限に生かした心や体の両面へ
対応する健康相談活動や，健康の現代的課題への積
極的な取り組みなどの新たな役割が求められた。平

成20（2008）年には中央教育審議会答申9）において，
学級担任，スクールカウンセラー，医療機関など学
校内外の関係者との連携を推進するコーディネー
ターの役割を担う必要性，保健教育に果たす役割の
増加が挙げられ，養護教諭は学校保健活動の推進に
おいて中核的な役割を果たすと定義された。
　一方オーストラリアでは看護師免許に基づくス
クールナース（以下 SN）制度があるが，州や地域
で差があり，全ての学校に配置されているわけでは
ない10, 11）。そこで本研究では，オーストラリア，サ
ウスオーストラリア州（以下 SA州）の学校を対象
とし，SA州の学校保健の現状について，ならびに
SNが配置されていない公立学校と配置されている
私立学校の現状について調査分析し，養護専門職が
配置される意義について検討した。
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Ⅱ．対象と方法
１．調査対象
　SA州の学校教育制度（表１）12, 13）は総合的に３
つの正規部門に分割され，それらは学校部門，職
業教育訓練（Vocational Education and Training : 
VET）部門，高等教育部門と呼ばれている。学校
部門はレセプション（準備級）が１年，プライマリ
（初等教育）が７年，セカンダリ（中等教育）が５
年からなる13年間の正規学校教育からなる。６歳か
ら16歳までの就学が義務となっている。
　今回，研究に同意の得られた SA州アデレードの
学校部門の学校20校（公立学校13校，私立学校７校）
を調査対象とした。
　SN配置制度のない公立学校13校を「公立群」，
配置制度のない私立学校２校を除く SN配置制度の
ある私立学校５校を「私立群」とした。

２．調査期間
　2003年８月～2004年７月

３．調査方法
　調査対象校を訪問し，公立学校では救急処置や保
健室管理を行う保健従事者に，私立学校ではSNに，
スクールカウンセラー（以下 SC）に関する内容は

公立学校，私立学校とも SCに質問紙法と直接面談
法による調査を同時に行った。
　質問紙法で得られた回答を「公立群」，「私立群」
に分類し，２群の特徴を分析した。対象数が「公立群」
13校，「私立群」５校と少数であったため，有意差
を用いた比較をするには限界があった。そこで今回，
「公立群」と「私立群」それぞれの特徴をとらえた
上で，その違いを検討することとした。また，直接
面談法については，回答者が質問紙へ回答する際に，
関連した内容を自由に語ってもらった。

４．調査内容
　調査内容は大別して，１）学校の概況，２）健康
教育の現状，３）SC，４）保健従事者，SN，５）
保健室の利用状況　の５つであり，それぞれにおけ
る質問項目は下記の通りである。また，質問紙は文
献14－16）を参考にして作成した。
１） 学校の概況については，「学校種」，「児童生徒数」，
「教員数」の３項目である。

２） 健康教育の現状については，「健康教育を行う
人」，「健康教育が行われる頻度」，「教育内容」
の３項目である。

３） SCについては，「SC配置状況」，「相談内容」
の２項目である。SCについては20校中６校に

表１　サウスオーストラリア州の学校系統図

参考：�青木麻衣子，佐藤博志：新版オーストラリア・ニュージーランドの教育－グローバ
　　　ル社会を生き抜く力の育成に向けて，東信堂，2014 をもとに作成
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調査をした。
４） 保健従事者，SNについては，「SNの配置状況」，

「児童生徒の健康問題に対しての意識」，「従事
時間の長い職務内容」，「児童生徒と接する上で
求められる職務内容」，「よく連携する人」，「取
得したい技術」の６項目である。

５） 保健室の利用状況については，「１日の来室児
童生徒数」，「主な来室理由」の２項目である。

５．倫理的配慮
　対象校の学校長に研究代表者が研究の主旨を説明
し許可を得た。その上で回答者には，研究の主旨を
口頭および文書を用いて説明し，参加は自由である
こと，調査の結果は個人が特定されることはなくプ
ライバシーを守ることを説明し，同意を得られた場
合，回答を求めた。

Ⅲ．結果
１．学校の概況
　学校の校種（表２）について，「ジュニアプライ
マリ」は公立群１校，私立群なし，「プライマリ」
は公立群４校，私立群１校，「セカンダリ」は公立
群６校，私立群２校，「ジュニアプライマリ－プラ
イマリ」は公立群２校，私立群なし，「プライマリ
－セカンダリ」は公立群なし，私立群２校，「プレ
－セカンダリ」は公立群なし，私立群２校であった。
　児童生徒数は，公立群では103人から1,650人と規
模の差が大きいのに対し，私立群では児童生徒数が

1,000人内外と幅が狭い。教員１人当たりの児童生
徒数は，公立群では平均13.0±3.4人，私立群では
平均9.4±3.2人であった。

２．健康教育の現状
　健康教育を行う人について，両群ともにすべての
対象で「教師」と挙げられ，その他に公立群では「外
部保健機関」が15.4%，私立群では「SC」，「SN」
が20.0%であった。健康教育が行われる頻度につい
ては，公立群では「５回／週」，「３回／週」，「２回
／週」，「１回／週」，「１回／年」，「カリキュラムに
合わせる」がそれぞれ15.4%と幅広く定まっていな
かった。私立群では「カリキュラムに合わせる」が
40.0%，「５回／週」，「１回／週」が20.0%であった。
教育内容については，公立群では「食事」76.9%，
「薬物乱用」，「感染」，「生活習慣」，「性の問題」が
60%以上で，私立群では「薬物乱用」，「喫煙」，「生
活習慣」，「食事」，「紫外線」が80%，「性の問題」，
「心の健康」，「感染」，「災害」が60%であった。
　SA州の外部保健機関は発達しており，州民
は機関から健康についての相談や教育を受ける
ことができる。保健機関の例として SHineSA
（Sexual Health information networking and 
education）の Share（Sexual health relationships 
and education）プロジェクトがある。Shareプロ
ジェクトとは SA政府の教育機関（Department of 
Education and Children’s Services）と SHineSA
の共同プロジェクトで，公立学校が行う，人間関係
教育，性教育を安全に有効なものとするよう援助す
るものである。以前は SHineSAのスタッフが学校
に直接訪れ性教育を行っていたが，性教育は児童生
徒をよく知る学校の教員が行うことでより成果が出
るとし，このプロジェクトが始まった。教師への保
健の知識，教授法，カリキュラムが３年計画で提
供される。15校が選抜され，プロジェクトに参加
していた。その他に，食育を専門とする「eat well 
sa」，精神保健を専門とする「Beyondblue」が挙げ
られた。

３．SC
　SA州では公立セカンダリには必ず SCが配置さ
れる制度がある。公立学校の SCは常勤で教師でも
あり学生の相談活動や生徒指導をしている。資格は
大学で教育学を学んだ後，大学院でカウンセラーの
資格を取る。私立群の SCは，公立群と同様の SC
兼教師という教育学出身の SCと，心理学出身の
SCと２種類の SCがある。
　SC配置状況（表２）について，公立群ではジュ

表２　対象校の属性
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ニアプライマリ，プライマリには２校を除き配置さ
れていなかったが，セカンダリには必ず配置されて
おり，私立群では全ての対象校に配置されていた。
相談内容は進路，友人，家族，学校についてなど個
人的な内容の他，虐待，妊娠，薬物乱用，非行など
が挙げられた。

４．保健従事者，SN
　SN配置について，公立群では SNの配置はなく，
救急処置は救急処置免許を保有する教員や事務職
が，保健室管理は主に事務職が行っていた。私立群
では SN配置「１人」が１校，「２人」が４校，「な
し」が２校であった（表２）。
　児童生徒の健康問題に対しての意識について，学
校で起こる健康問題（図１）では，公立群では「喘
息／アレルギー」100%，「けが」，「感染症（かぜ）」
が60%以上，私立群では「けが」，「情緒障害」，「喘
息／アレルギー」が100%，「感染症（かぜ）」，「不
安／心身の障害」，「う歯」，「近視」，「聴覚障害」，
「性の問題」，「喫煙」，「その他（月経痛，いじめ／
ハラスメント）」が60%以上であった。学校でよく
起こる健康問題は，公立群では「けが」84.6%，「喘
息／アレルギー」61.5%で，私立群では「けが」，
「感染症（かぜ）」が100%，「喘息／アレルギー」
60.0%であった。重要と考える健康問題は，公立群
では「喘息／アレルギー」84.6%，私立群では「情
緒障害」80.0%であった。
　従事時間の長い職務内容（図２）については，
公立群では「事務」69.2%，「けがの処置」61.5%，
「病気の処置」30.8%，私立群では「けがの処置」
100%，「病気の処置」，「ヘルスカウンセリング」が
80.0%，「健康教育」，「事務」が60.0%であった。
児童生徒と接する上で求められる職務内容について
は，公立群では「けがの処置」，「病気の処置」が
50%以上，「事務」46.2%，私立群では「けがの処置」，
「病気の処置」が60%以上，「事務」40.0%，「ヘル
スカウンセリング」，「保健教育」が20.0%であった。
　よく連携する人については，公立群では「保護者」，
「教師」が76.9%，私立群では「教師」100%，「児
童生徒」80.0%，「保護者」60.0%であった。
　習得したい技術については，公立群で習得した
い技術が「ある」と答えたのは23.1%，私立群は
80.0%であり，内容は公立群では教育，救急処置，
私立群では教育，救急処置，心肺蘇生法，喘息，薬
物，学校内の連携が挙げられた。

５．保健室の利用状況
　１日の来室児童生徒数については，公立群で平均

9.0±5.7人，私立群で平均36.9±19.9人であった。
主な来室理由（図３）については，公立群は「けが」，
「病気」が84.6%，私立群は「けが」100％，「病気」
80.0%，「こころの悩み」，「その他（月経痛，寮生
の social basis問題，いじめ／ハラスメント）」が
40％以上挙げられた。

Ⅳ．考察
１．対象校と学校保健の現状
　－ SA州と我が国の比較－
　教員１人当たりの児童生徒数は，公立群は平均

図１　学校で起こる健康問題

図２�　保健従事者，スクールナースの従事時間の長
い職務内容

図３　主な保健室来室理由
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13.0人，私立群は平均9.4人であり，公立群に比べ
私立群の方が教員数に対し児童生徒数が少ないこと
が分かる。我が国の公立学校の教員１人当たりの児
童生徒数（2004年度）17）は，小学校17.4人，中学校
14.7人，高等学校14.5人であり，本研究の対象校に
比べて多い結果であった。
　SA州（2004年）のプレからセカンダリスクール
の私立学校数は200校，公立学校数は609校あり18），
私立学校の割合は24.7%であった。我が国の幼稚
園から高等学校の私立学校の割合19）（2004年度）は
19.2%であり，我が国に比べ SA州では私立学校の
存在意義が大きいことが伺える。
　保健管理について，SA州の学校では定期健康診
断は行われておらず，就学前に行われるのみであっ
た。また，主な保健管理は保護者が行っていた。一
方我が国では，毎学年定期に児童生徒の健康診断を
行い，それに基づき事後措置を行うことが法（学校
保健安全法法第13条，14条）により定められており，
SA州とは大きく異なる。
　健康教育について，健康教育を行う人は，回答者
のすべてが「教師」と挙げ，教師の補助として公
立群では「外部の保健機関」を挙げたのが15.4%，
私立群では「SC」，「SN」を挙げたのがそれぞれ
20.0%あった。我が国では，養護教諭の学級担任と
の協力授業（ティームティーチング）での保健指
導20）（2001年）は33.1%が取り組んでいた。養護専
門職が健康教育に関わる割合は我が国が高く，より
関与していることが分かった。
　SA州の外部保健機関については，能動的姿勢で
なければサービスを受けることが難しいという問題
点もあるが，学校に介入している点，相談や教育を
医師や看護師などの専門家から受けることができる
点は優れており，専門機関の強みが伺えた。
　教育を行う頻度や内容は，SA州の学習指導要領
（SACSA）で定められているが，教育時間数，教
育内容はそれぞれの学校で異なり，学校間で差がみ
られた。我が国では学習指導要領によって，教育時
間数，教育内容は定められており，より均一な教育
が行われていると考えられる。
　SCについて，SCへの児童生徒の相談内容は，
個人的な内容，青年期の問題行動などが挙げられ，
身近なものから深刻なものまで幅広かった。また，
SCは保護者へのカウンセリングも行っていた。公
立セカンダリでは養護専門職者がいない代わりに，
SCが生徒の心の問題について対応していた。
　我が国では，1995年に文部科学省により，公立学
校に SCが導入され始め21），2001年度の SCが配置
されている学校の割合22）は，小学校5.3%，中学校

33.2%，高等学校7.7％であった。10年後の2011年度
の割合23）は，小学校31.4%，中学校87.9%，高等学
校61.8%と大きく増加しているが，全セカンダリに
SCが配置されている SA州には及ばない。また，
我が国の SCは外部からの派遣で非常勤である。
SA州の全セカンダリに SCが配置され，常勤であ
ることは，すべての生徒がサービスを受けられるこ
と，また教師が SCを兼務することで教育の視点か
らも生徒の発達を支援する形で対応していくことが
出来ることから優れた制度と考えられる。

２．養護専門職が配置される意義について
　－公立群と私立群の分析－
　SA州の公立学校では SNなど養護専門職を配置
しない代わりに教員，事務を合わせた学校職員に救
急処置の免許を保有させ，職員全員が児童生徒の救
急処置を行えるようになっている。救急処置免許は
２，３年ごとに更新が必要である24）。実際，調査し
た公立群では SNのような専門職は配置されておら
ず，その代わりに受付係などの事務職員が主な救急
処置や保健室管理を兼務していた。一方私立群では
SNが配置されている。私立学校の規模はプレから
セカンダリまでの一貫校が主である。男子校には寮
があり，SNが対応するのはセカンダリの生徒と寮
生が中心でプレ，プライマリでは緊急的，または重
大な問題以外は公立と同じように受付係が救急処置
をするというものが多かった。
　保健従事者，SNの児童生徒の健康問題に対して
の意識は，公立群は直接対応の必要があるものにの
み集中する傾向があるが，私立群では直接対応の必
要がある健康問題の他に，心の問題，青少年の問題
行動などが挙げられた。専門職は子どもの健康問題
について考えるとき，直接的ケアだけでなく，発達
支援を意識しているといえる。職務内容について
は，私立群の SNが「ヘルスカウンセリング」，「健
康教育」を担当しているところが公立群と異なる。
よく連携する人について，私立群の SNは児童生徒
と連携がとれているが，SNがヘルスカウンセリン
グ，健康教育を行うことが１つの理由として考えら
れる。習得したい技術の有無については，「ある」
が私立群では80.0%であったのに対し，公立群では
23.1%と低かった。
　全体的な保健従事に対する関心は，私立群が公立
群よりも高く，このことは専門職が配置されている
ことの影響によると思われる。我が国では学校教育
法第37条，69条により，養護教諭の配置が定められ
ており，ほぼすべての学校に養護教諭という専門職
が配置されている。生徒がそれぞれの学校でほぼ同
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等の保健サービスを受けることができる養護教諭制
度は，恵まれた制度であると考えられる。
　保健室について，１日の平均来室児童生徒数は，
公立群9.0人，私立群36.9人であった。私立群では
全校児童生徒数が1,000人内外と多いことや，寮が
あるので対応時間が長いことが理由として考えられ
る。我が国の小学，中学，高等学校の１日の平均来
室生徒数22）（2001年度）は30.5人であり，寮などが
ないことを考慮すると比較的多いといえる。
　来室理由については、公立群では主に「けが」，「病
気」が挙げられ，私立群では「けが」，「病気」の
他に「心の悩み」，「その他（月経痛、寮生の social 
basis問題，いじめ／ハラスメント）」が40%以上
挙がった。公立群では器質的問題に限られ，私立群
では器質的問題と機能的問題の両方が扱われている
ことが分かる。
　保健室の広さは，公立群では１教室の３分の１か
ら半分程度で，簡素なベッドが保健室の３分の１を
占めるほどといったものが多かった。さらにベッド
の上から枕や毛布をなくし，児童生徒がベッドを使
えないようにしてしまい，保健室が機能していない
学校もあった。また，ベッドをオフィスの隅に置く
だけで保健室そのものがない学校もあった。それに
対し私立群では，広さも１教室以上あるものがほと
んどで，１つの建物がそのまますべて保健室になっ
ている学校もあった。ベッド数も公立学校よりも多
くあり，使用頻度もしばしば満室になるほどだった。
この差は専門職配置の有無，経済的背景の影響であ
ると推測される。

３．養護教諭制度について
　SA州と我が国の学校保健の状況（表３）を比較
すると，児童生徒の保健管理について，SA州では
保護者が個人で行い，我が国では学校で集団管理が
行われている。学校保健に関する職種については，
SA州ではSN以外に教師，事務職員，外部保健機関，

保護者などが関与し，連携と同時に役割分担がされ
ていたが，我が国では養護教諭が全般的に関わると
共に，教師，保護者，地域等と連携している。養護
教諭は教育職員としての位置づけがされている。
SA州で SCが教師であったように，SNとしてで
はなく養護教諭が教師として，また専門性を活かし
て教育的対応を行うことは意義が大きいと考える。

Ⅴ．まとめ
　SA州アデレード20校の学校保健の現状と養護専
門職の実態について調査を行った結果，対象校と我
が国の間で学校の制度，社会文化的な観点から違い
を見ることが出来た。公・私立群間では，保健従事
者と SNの意識や職務内容に違いがあり，ヘルスカ
ウンセリング，健康教育の充実において差があり，
SNなど養護専門職が果たす役割は大きいと考えら
れる。さらに我が国の養護教諭は教育職員として計
画的組織的に学校保健の推進役を果たしており，こ
のことは重要な役割であると考えられる。
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